
大田市公告 第１４７号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、

次のとおり道路の位置を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条の規定により公告する。 

  令和７年１０月２８日 

                     大田市長   楫野 弘和 

 

１ 道路の位置   島根県大田市大田町大田イ５２７番８ 

島根県大田市大田町大田イ５２８番１ 

２ 道路の幅員   ５.０メートル 

３ 道路の延長   ３２．００メートル 

４ 位置標示方法  道路側溝 コンクリート舗装 金属プレート標 

５ 指定の年月日及び番号   令和７年１０月２８日  第３号 

 

備考 

別紙図面は、島根県県央県土整備事務所及び大田市役所建設部建築営繕課に備えて

一般の縦覧に供する。 

 


